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「た
め
池
工
事
特
措
法
」成
立

!!

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 概要 令
和
２
年
６
月
１
２
日
、
議
員
立
法
に
よ
る
「
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
に
係
る
防
災
工

事
等
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
た
め
池
工
事
特
措
法
）
が
全
会
一
致
で
可
決
、
成

立
し
ま
し
た
。
本
法
律
は
、
昨
年
７
月
に
施
行
さ
れ
た
「
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全

に
関
す
る
法
律
」
（
た
め
池
管
理
保
全
法
）
に
続
く
た
め
池
関
連
法
で
す
が
、
防
災
重
点
農

業
用
た
め
池
が
全
国
に
約
６
万
４
０
０
０
か
所
存
在
し
、
防
災
工
事
等
を
進
め
る
に
は
地
方

公
共
団
体
の
財
政
や
マ
ン
パ
ワ
ー
に
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
地
方
公
共
団
体
等
の

要
請
に
基
づ
き
立
法
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

立
法
に
当
た
っ
て
は
、
本
年
１
月
に
自
由
民
主
党
農
村
基
盤
整
備
議
員
連
盟
（
会
長

二
階

俊
博
自
民
党
幹
事
長
）
に
検
討
Ｐ
Ｔ
が
設
置
さ
れ
、
進
藤
金
日
子
参
議
院
議
員
及
び
宮
崎
雅

夫
参
議
院
議
員
が
専
門
知
識
を
活
か
し
積
極
的
に
検
討
に
加
わ
り
成
立
し
た
法
律
で
す
。
豪

雨
や
地
震
が
頻
発
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
た
め
池
関
連
二
法
が
制
定
さ
れ
た
意
義
は
大
き

く
、
特
に
本
法
律
は
国
土
強
靱
化
を
図
っ
て
い
く
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ.どんな法律なの？

自
由
民
主
党

幹
事
長

ため池管理保全法とため池工事特措法との違い

Ｑ.昨年できた「ため池管理保全法」と何が違うの？

ため池管理保全法 ため池工事特措法

法律の
背景

法律の
対象

法律の
性格

法律の
期限

失効予定のない恒久法 一定の期間で失効する時限立法（10年間）

・ 所有者に対する届出義務、所有者及び管理者に対
する農業用ため池の適正管理の努力義務（第４条・第５条）

規制法 促進法
・ 国は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等
の推進に関する基本的な指針を定める
・都道府県は、基本指針に基づき、防災重点農業
用ため池に係る防災工事等の推進に関する計画
を定めることができる
・都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実
施する者に対し、技術的な指導等に努める
・国の防災工事等に対する財政措置、地方財政措
置を明確化

特定農業用ため池

○ 農業用ため池について、権利関係が不明確かつ複

雑化するとともに、高齢化等により管理組織の弱体化

が進行し、日常の管理が適正に行われないおそれが

あることが判明。

⇒ 立法措置により、所有者や管理者等の関係者が果

たすべき責務を明らかにすること等により、適正な管理

保全体制を整備することが必要。

○ 農業用ため池管理保全法の成立後、決壊時に周辺

区域に被害を及ぼすおそれがある防災重点農業用ため

池が約６万４千か所存在し、防災工事等を進めるには地

方公共団体の財政やマンパワーに限界があることが判明。

⇒ 立法措置により、財政的な支援や技術的な援助を実

施し、計画的・効率的に防災工事等を進めることが必要。

・ 防災工事を施行する際の計画の届出義務（第９条）

・ 都道府県知事に、所有者等に防災工事の施行を

命ずる権限及び防災工事が施行されない場合等に

おける代執行権限の付与（第10条・第11条）

国、地方公共団体及び私人が所有する
防災重点農業用ため池※ 国有のため池は国有財産法で、地方公共団体所有のため池

は地方自治法で適正な管理を担保しているため、これらは農業
用ため池管理保全法の対象外。

私人が所有する農業用ため池

防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等基本指針の策定、防
災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及び国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用た
め池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る。

目 的 （第１条）

農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針を策定。

基本指針
（第３条）

都道府県知事は、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池を指定できる。

防災重点農業用ため池の指定 （第４条）

都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中
的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計画を策定。

【内容】 ① 防災工事等の推進に関する基本的方針 ② 劣化状況評価の実施に関する事項 ③ 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項
④ 防災工事の実施に関する事項 ⑤ 市町村との役割分担及び連携に関する事項 等

推進計画 （第５条）

施行期日：公布日から６月以内の政令で定める日、法律の失効：令和12年度末（検討：施行後５年を目途とした検討）

施行期日、法律の失効、検討 （附則）

防災工事 ：農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事（廃止工事を含む）
劣化状況評価 ：防災工事の必要性についての判断に資するために行う劣化による農業用ため池の決壊の危険性の評価
地震・豪雨耐性評価：防災工事の必要性についての判断に資するために行う地震又は豪雨による農業用ため池の決壊の危険性の評価

定 義 （第２条）

防
災

工
事
等

推進計画に基づく事業等の実施に要する費用について国の必
要な財政上の措置

財政上の措置 （第７条）

都道府県は、推進計画に基づく防災工事等の実施者に対し、技
術的な指導、助言等の援助に努めるものとする。

土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることがで
きる。

（第６条）

〔ため池サポートセンター〕

都道府県の援助

推進計画に基づく事業の経費に充てる地方債について特別の配慮

地方債についての配慮
（第８条）
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昨
年
の
た
め
池
管
理
保
全
法
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、
防
災

重
点
農
業
用
た
め
池
が
全
国
に
６
万
４
０
０
０
か
所
存
在
す

る
こ
と
が
判
明
し
、
多
く
の
方
々
か
ら
た
め
池
対
策
推
進
へ

の
強
力
な
支
援
を
要
請
す
る
声
が
高
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
状

況
を
踏
ま
え
、
私
か
ら
議
員
立
法
の
検
討
を
指
示
し
た
と
こ

ろ
、
自
民
党
の
多
く
の
国
会
議
員
に
汗
を
か
い
て
も
ら
い
、

ま
た
公
明
党
は
も
と
よ
り
野
党
の
皆
様
の
ご
理
解
を
得
て
、

全
会
一
致
で
た
め
池
工
事
特
措
法
が
成
立
し
た
意
義
は
極
め

て
大
き
い
。
国
会
議
員
は
、
困
っ
て
い
る
人
は
一
人
も
取
り

残
さ
な
い
と
い
う
強
い
決
意
で
政
治
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
私
の
政
治
信
条
。
た
め
池
工
事
特
措

法
に
基
づ
き
国
の
財
政
措
置
や
地
方
債
の
特
別
な
配
慮
が
確

実
に
実
施
さ
れ
、
早
期
か
つ
確
実
に
安
全
・
安
心
な
地
域
を

実
現
す
る
よ
う
、
引
き
続
き
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
こ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

まさ お

参議院議員・自由民主党参議院比例区支部長(全国区)
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（農林水産省調べ）

～ため池の現状～

全国に
約16万か所

平成16年10月の台風による決壊
（兵庫県）

ため池の築造年代

平成25年７月の豪雨による決壊
（山口県）

平成26年８月の豪雨による決壊
（京都府）

平成29年７月の豪雨による決壊
（福岡県）

流木等で閉塞しないよう
1.0m以上確保

改修後（洪水流下能力の増加）
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（箇所） 被害額（億円）

新潟中越地震
10回の台風上陸 東日本大震災

■被害箇所数
■被害額（億円）

熊本地震ほか

平成30年７月豪雨ほ
か

（農林水産省調べ（平成30年３月））

95,75
6

箇所

昭和
以降

(11％)

明治
(16％)

※約9.6万か所は、Ｈ25～27に実施した全国のため池
一斉点検により作成したため池データベースの
データ数

大正
(4％)

約9.6万
か所※

江戸時代以前
及び不明ほか

(69％)

箇所数順

1 兵庫県 24,400 17 新潟県 2,747 33 山形県 1,097 

2 広島県 18,938 18 佐賀県 2,668 34 鳥取県 992 

3 香川県 14,614 19 石川県 2,331 35 宮崎県 660 

4 岡山県 9,760 20 熊本県 2,324 36 福井県 649 

5 山口県 8,638 21 岐阜県 2,172 37 鹿児島県 642 

6 和歌山県 5,065 22 大分県 2,134 38 静岡県 641 

7 島根県 5,011 23 愛知県 2,073 39 徳島県 548 

8 福岡県 4,808 24 岩手県 1,925 40 栃木県 510 

9 大阪府 4,678 25 長野県 1,908 41 群馬県 496 

10 宮城県 4,472 26 富山県 1,829 42 埼玉県 470 

11 福島県 4,381 27 青森県 1,706 43 高知県 391 

12 奈良県 4,309 28 京都府 1,502 44 山梨県 123 

13 三重県 3,309 29 滋賀県 1,483 45 沖縄県 68 

14 長崎県 3,239 30 北海道 1,380 46 神奈川県 20 

15 愛媛県 3,147 31 茨城県 1,284 47 東京都 15 

16 秋田県 2,758 32 千葉県 1,228 159,543

～近年の災害によるため池の被災状況～

ため池の被害の推移
ため池の被災件数

（H21～H30）

77％
（7,435件）

0％
（21件）

23％
（2,207件）

※ 東日本大震災による被災を含む。

■ 豪雨
■ 地震
■ その他

ため池の決壊件数
（H21～H30）

98％
（389件）

2％
（6件）

※ 東日本大震災による被災を含む。

■ 豪雨
■ 地震

地震対策 豪雨対策 老朽化対策 ため池の廃止

押盛土

堤体のすべりを
盛土で押さえる

改修後（堤体の押盛土による補強）

改修前（堤体の強度不足） 改修前（洪水流下能力の不足）

改修後（法面保護による侵食防止）

改修前(経年変化による堤体の劣化) 貯留機能の廃止(堤体の一部撤去)

貯留機能の廃止(堤体のＶ字カｯト)

～ため池の強化対策～

全国の防災重点農業用ため池（約6.4万か所）

農業用の目的

国・地方公共
団体所有
（５万か所）

民間所有
（11万か所）

特定農業用ため池
（3.9万か所）

防災重点農業用ため池（6.4万か所）

農業用ため池
（16万か所）

防災重点農業用ため池と特定
農業用ため池の選定基準は同
一だが、国・地公体が所有する
農業用ため池は対象外。

農業用ため池の管理及び
保全に関する法律対象ため池

防災重点農業用ため池

（2.5万か所）

約16万か所のため池のうち、
特に早急な対策が必要な
「防災重点農業用ため池」は約6.4万か所。

農業用ため池：人工的に作られた「堤体」及び「取水設備」で構成され、農業用水の提供の用に供される貯水施設
防災重点農業用ため池：決壊した場合に人的被害を与えるおそれのあるため池


